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 平素は、国土交通行政に格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記につきまして、国土交通省大臣官房長より別紙の通り通知がありましたの

で、貴団体におかれましても、この取組の実施についてご理解のうえ、傘下会員に周知

いただきますようよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 



別添１ 
令和６年度(第65回)科学技術週間推進要綱 

令和６年２月  
文部科学省 

 令和６年度(第65回)科学技術週間については、｢科学技術週間について｣(昭
和35年２月26日閣議了解)等(別添参照)に基づき、下記の要領で推進する。 

記 

１．趣旨 
  科学技術に関し、ひろく一般国民の関心と理解を深め、もって我が国の

科学技術の振興を図るため、科学技術週間を設け、できるかぎりこの期間

中に各種の科学技術に関する行事を集中的に実施し、目的達成に資するも

のとする。 

２．期間 
令和６年４月15日（月）～４月21日（日） 

３．行事の実施 
 関係機関等の協力を得ながら、オンラインによる取組も含め、以下の行
事が科学技術週間の期間を中心として全国的に実施されるよう推進する。 

（１）講演会・シンポジウム
（２）大学等における公開講座
（３）研究機関・工場等施設の一般公開
（４）科学館・博物館等の特別公開
（５）体験学習・教室・工作イベント
（６）サイエンスカフェ・座談会
（７）発明相談・技術相談
（８）発表会・展覧会・表彰イベント
（９）映画・動画上映会
（10）科学技術に関する資料の公表   等 

 なお、行事の実施に当たっては、新型コロナウイルスに関する最新の政
府等の方針や地域の実情に応じて、適切に対応いただきたい。 
また、行事の日程は、科学技術週間中の開催が望ましいが、令和６年度

能登半島地震の状況を鑑みて、異なる時期に開催する行事も想定されるこ
とから、上記以外の時期に実施の取組も科学技術週間行事に含めることを
可能とする。 



                    

 

なお、文部科学省としては科学技術週間の取組として以下を実施する。 
 

①   令和６年度版学習資料「一家に１枚」※の制作、配布、 
文部科学省科学技術週間ウェブページへの掲載 

※テーマ：「数理」 

② 令和６年度(第65回)科学技術週間の告知ポスターの制作、配布、 
  文部科学省科学技術週間ウェブページへの掲載 

等   
＜配布先＞ 
① ②：関係省庁、全国の小・中・高等学校、大学、科学館・博物館、 

研究関係施設等 



                    

 

（参考） 
 

科学技術週間について  

 
                                     昭和35年２月26日 閣議了解 
 
１．趣旨  
    科学技術に関し、ひろく一般国民の関心と理解を深め、もっ

て我が国の科学技術の振興を図るため、科学技術週間を設け、
できるかぎりこの期間中に各種の科学技術に関する行事を集中
的に実施し、目的達成に資するものとする。 
 

２．期間  
       期間は、毎年４月18日を含む１週間とし、昭和35年度は、４

月18日から24日まで（１週間）とする。 
 
３．行事  
       科学技術関係機関および一般の協力を得て、たとえば科学技

術功労者の表彰、試験研究機関の公開、講演会、展覧会、映画
会、座談会等の開催、科学技術に関する資料の公表など、この
期間の趣旨にそった行事を全国的に実施するものとする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

科学技術週間の期間について  
 
                                              昭和49年12月６日 

科 学 技 術 庁 
 
  昭和35年２月26日の閣議了解に基づく「科学技術週間」の期間は、

昭和50年度以降は、毎年、４月18日を含む月曜日に始まり日曜日に
終わる１週間とする。 



【別添２】科学技術週間協力機関登録要領 

 

令和６年４月 15日（月）～21日（日）の科学技術週間中及びその周辺に、新型コロナウイルス

感染症の状況や地域の実情に応じて、インターネットを活用した取組も含め、科学技術に関する

講演会、トークイベント、映像・画像資料の公開などの取組を実施する機関等の情報を科学技術

週間ウェブサイトに掲載いたします。以下ご一読のうえ登録をお願いします。 

また、登録したイベントにおいては、広報用のポスター、チラシ等で科学技術週間のロゴマー

クを積極的に活用いただきたく思います。（後日、登録のあった機関には個別にロゴマークをお送

りいたします。）なお科学技術週間のロゴマークはご登録いただいた機関等に限り使用でき、商業

利用等、科学技術週間関連行事以外には使用することができません。 

 

１ 登録方法 

○ 直下 URL 先のウェブアンケートの各項目に必要事項を入力する形で登録ください。 

○ ウェブアンケート画面に入力できるのは回答期限の【令和６年３月 15 日（金）】までです 

（締切厳守）。 

○ ウェブアンケートの URLは以下のとおりです。 

【URL】 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sBBYVMs2kEKJJkjbwPnpL59rEXja2nxJga

VKe91LIEBUNEdKTUwyWDFYWlBBUTJSSTlVUFRFMzVLUy4u 

 

【QRコード】           【科学技術週間ロゴマーク】 

                   

 

 

 

 

 

 

 

２ アンケート回答時の留意事項 

○ すべての項目に回答して下さい。 

○ 回答いただいた情報の一部又は全部は科学技術週間ウェブサイト等で一般の方向けに 

  公表予定です。 

○ 回答内容を送付する前には、回答画面を保存する等、各自回答内容を保存してください。 

回答内容を次年度以降の担当者様に引き継いでいただく等、各機関において適切な管理を 

お願いいたします。 

   

以上 


